
 

 

 再雇用後の業務の内容，当該業務に伴う責任の程度，当該職務の内容及び配置の

変更の範囲等が定年退職前と変わらないにもかかわらず，再雇用後の賃金が定年退

職前よりも大幅に下がったのでは高年齢者の不満が大きくなります。 

 再雇用後の賃金額が定年退職時よりも低い場合は，再雇用後の勤務日数や勤務時

間数を減らすとか（例えば週 3 日勤務にするとか 1 日 4 時間勤務にするといったこ

とも考えられます。），業務の内容を正社員でなくてもできるような難易度の低いも

のにするとか，責任の軽い仕事を担当させるとか，職種や勤務地を限定するとかす

べきと考えます。 
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Ｑ196．再雇用後の高年齢者の業務内容等で配慮すべき点はあります

か。 


